
様式第１号（第３条関係） 

審 査 基 準 整 理 票 

処 分 名 
 指定場所における喫煙若しくは裸火の使用又は当該場所への火災予防

上危険な物品の持込みの承認 

根 拠 法 令 名   大津市火災予防条例 (条項)第 24 条 

基 準 法 令 名   大津市火災予防条例 (条項)第 24 条 

所 管 部 署 消防局      予防課       設備係 

標 準 処 理 期 間 ７日 法定処理期間 日 

【審査基準】 ・文書の名称【喫煙等禁止行為の規制に関する事務処理要綱（平成 16 年 8 月）】 

       ・掲載図書等【                   】 

       ・内 容  ■全部記載  □一部・項目のみ記載 

大津市火災予防条例第２４条第１項ただし書きの規定に該当することを基準とし、同項に規

定する「特に必要な場合において消防局長又は消防署長が火災予防上支障がないと認めたとき」

は次に掲げる場合をいう。 

１ 消防局長又は消防署長が火災予防上支障がないと認める禁止行為場所の区分 

（１）劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂及び集会場の舞台部（以下「Ａ」という。） 

（２）劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂及び集会場の客席（以下「Ｂ」という。） 

（３）百貨店、マーケット等及び展示場の売場及び展示部分（以下「Ｃ」という。） 

２ 禁止行為の種別 

  喫煙、裸火の使用及び危険物品の持込み 

３ 喫煙について 

  Ｂについては、火災予防上支障がないとは認められない。 

（１）Ａ及びＣの共通要件 

ア 喫煙設備が設けられていること。 

イ 消火器具が設けられていること。 

ウ 避難上又は通行上支障のない場所であること。 



エ 防火管理者等により防火上必要な点検、整理及び火災予防上必要な措置が講じられて

いること。 

（２）Ａに係る要件 

   カーテン、幕類及びじゅうたん等、大道具用合板、又は展示用合板は防炎性能を有した

ものであること。 

（３）Ｃに係る要件 

   階段室内、避難口の周囲、避難器具設置場所の周囲若しくは避難の用に供する渡り廊下

の周囲（以下「階段室内等」という。）又はエスカレーター区画内に設けるものにあって

は、喫煙所の基準に適合したものであること。 

４ 裸火の使用について 

（１）Ａ、Ｂ及びＣの共通要件 

  ア 消火器具が設けられていること。 

  イ 避難上又は通行上支障のない場所であること。 

  ウ 周囲及び上方の可燃物から火災予防上安全な距離が確保できる場所であること。 

  エ 転倒又は落下等のおそれがない場所であること。 

  オ 階段室内等及び危険物品その他易燃性の可燃物等から水平距離５ｍ以上離れているこ

と。ただし、不燃材料で造った壁等で防火上有効に遮断する等の措置を講じた場合はこ

の限りでない。 

  カ カーテン、幕類及びじゅうたん等、大道具用合板、又は展示用合板は防炎性能を有し

たものであること。 

  キ 防火管理者等による監視、消火及び使用後の点検等の体制を講じていること。 

  ク 使用者により裸火の使用が容易に停止できること。 

  ケ 固体の衝撃摩擦等で火花を発生するものは、飛散距離が２ｍ以内であること。 

  コ 火炎を有するものは火炎の長さが２０ｃｍ以内であること。 

  サ 燃焼に際し、火の粉が発生しないこと。 

（２）電気を使用する火気使用設備又は機器 

   性能等が明確で安全性が確認されたものであることの他は次によること。 

  ア Ａ及びＢに係る要件 

    １個の設備又は機器の定格消費電力が２ｋｗ以下であること。 



  イ Ｃに係る要件 

    １個の設備又は機器の定格消費電力が１０ｋｗ以下であること。 

（３）気体燃料を使用する火気使用設備又は機器 

   液化石油ガスは容器組み込み型（カートリッジタイプ）の燃料容器であること。 

性能等が明確で安全性が確認されたものであることの他は次によること。 

  ア Ａ及びＢに係る要件 

    都市ガスの総消費量は３５０ｋｗ／ｈ以下であること。 

 イ Ｃに係る要件 

    都市ガスの消費量は１個につき３５０ｋｗ/ｈ以下、かつ、総消費量が１０５０ｋｗ／

ｈ以下であること。 

（４）固体燃料を使用する火気使用設備又は機器 

   特性、性能等が明確であるとともに、燃料の使用量は次の数値以下であること。 

  ア Ａ及びＢに係るもの 

    木炭５ｋｇ、練炭３ｋｇ及び豆炭２ｋｇ 

  イ Ｃに係るもの 

    木炭１５ｋｇ、練炭１０ｋｇ及び５ｋｇ 

（５）ろうそく、線香、固形燃料及びその他の裸火 

   Ｂについては、火災予防上支障がないとは認められない。 

  ア Ａに係る要件 

演技上必要最小限であること。 

   イ Ｃに係る要件 

     商品の展示、販売を目的とした宣伝行為に限り、必要最小限であること。 

 ５ 危険物品の持込み 

（１）Ａ、Ｂ及びＣの共通要件 

   ア 避難上又は通行上支障のない場所であること。 

   イ 転倒又は落下等のおそれがない場所であること。 

   ウ 階段室内等から水平距離５ｍ以上離れていること。ただし、不燃材料で造った壁等で

防火上有効に遮断する等の措置を講じた場合はこの限りでない。 

   エ 消火器具を設けること。 



   オ 防火管理者等による監視、消火及び点検等の体制が確立していること。 

（２）危険物の取扱い 

  ア Ａ及びＢに係る要件 

    危険物規制に関する政令（昭和３４年政令第３０６号）別表第３に定める数量（以下

「指定数量」という。）の１００分の１未満であること。 

  イ Ｃに係る要件 

    指定数量の５分の１未満であること。 

（３）可燃性固体類又は可燃性液体類の取扱い 

  ア Ａ及びＢに係る要件 

条例別表第８に定める数量の５００分の１未満であること。 

  イ Ｃに係る要件 

    条例別表第８に定める数量の２５分の１未満であること。 

（４）マッチ 

  ア Ａ及びＢは非該当 

  イ Ｃに係る要件 

    総重量が４０ｋｇ未満であること。 

（５）可燃性ガス容器（高圧ガス保安法の適用を除外される液化ガスに限って許可の対象とす

る。） 

  ア Ａに係る要件 

    ガス総重量０．５ｋｇに相当する個数未満であること。 

  イ Ｂに係る要件 

    ガス総重量５ｋｇに相当する個数未満であること。 

  ウ Ｃに係る要件 

    ガス総重量１０ｋｇに相当する個数未満であること。 

（６）火薬類（煙火に限る。） 

   Ｂについては、火災予防上支障がないとは認められない。 

   また、次のアにおいて使用し、又はイにおいて販売及び展示する火薬類等を保管する場合

は、他の物品と混在せず、扉等を有する不燃性の収納庫等に入れること。 

  ア Ａに係る要件 



    火薬、爆薬の量により、１回の使用につき次の個数未満とすること。（打上げ煙火は

許可の対象としない。） 

  （ア）０．１ｇ以下のものは５０個 

  （イ）０．１ｇを越え１５ｇ以下のものは１０個 

  イ Ｃに係る要件 

    がん具用煙火は総薬量５ｋｇに相当する個数以下であること。 

なお、がん具用煙火を展示し、又は販売する場合は、専用のガラスケース等に収納し

顧客等が直接手を触れない措置が講じられていること。ただし、レジ等の近辺で常時従

業員の監視下にある場所で、水バケツ又は消火器を１能力単位以上設置し、かつ、不燃

性の陳列台に展示して販売するときは、この限りでない。 

（７）煙霧発生機等で、舞台効果のために使用する機器（危険物第１石油類又は第２石油類に

該当する発煙剤を用いるものの屋内使用は許可しない。） 

  ア Ａに係る要件 

  （ア）機器の特性、性能等が明確で、かつ、安全性が確認されていること。 

  （イ）機器に対する知識、技能等を有する専従員が取扱うこと。 

  （ウ）カーテン・幕類、じゅうたん等又は展示用合板等は防炎性能を有したものであること。 

イ Ｂ及びＣについては非該当 

 ※ 審査基準の内容すべてを記載することができないときは、当該審査基準が記載された図書

等の縦覧をもって代えることができる。 


